
海外事業資金貸付保険手続細則・新旧対照表  
 

新 旧 備考 

海外事業資金貸付保険手続細則 

 

 

平成 13 年４月１日 01-制度-00033 
沿革     （略） 

        平成 24年３月 16日 一部改正 

 

 

第１条 （略） 

 

（申込み） 

第２条 

１ ～ ３ （略） 

 

４ 約款（貸付金債権等）第 21 条の２及び約款（保証債務）第

20 条の２に基づく誓約は、本条による申込みに当たって、申

込みを行おうとする者及び被保険者になるべき者が、別紙様式

第 26 による不正競争防止法に係る誓約書を日本貿易保険に提

出することにより行うものとする。 
 

第３条 ～ 第８条 （略） 

 

（保険の目的又は保険金請求権の信託に係る承認申請） 

第９条 被保険者は、約款（貸付金債権等）第37条第１項の規定

に基づき、保険の目的又は保険金請求権の債権流動化を目的と

した信託（自己信託を含む）について日本貿易保険の承認を得

ようとする場合は、信託前に別紙様式第８－１による海外事業

資金貸付保険保険目的等信託承認申請書及びその事実を証す

る書類の写しを本店に提出するものとする。 

２ 被保険者は、前項に基づき日本貿易保険の承認を受けたとき

は、信託の日から１月以内に、別紙様式第８－２による海外事

業資金貸付保険保険目的等信託終了通知書及びその事実を証

海外事業資金貸付保険手続細則 

 

 

平成 13年４月１日 01-制度-00033 
沿革     （略） 

 

 

 

第１条 （略） 

 

（申込み） 

第２条 

１ ～ ３ （略） 

 

４ 約款（貸付金債権等）第 21 条の２及び約款（保証債務）第

20 条の２に基づく誓約は、本条による申込みに当たって、申

込みを行おうとする者及び被保険者になるべき者が、別紙様式

第 25 による不正競争防止法に係る誓約書を日本貿易保険に提

出することにより行うものとする。 
 

第３条 ～ 第８条 （略） 
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する書類の写しを本店に提出するものとする。 

 

（保険の目的又は保険金請求権を引当とする信託受益権の譲渡

に関する通知） 

第10条 被保険者は、保険の目的又は保険金請求権を債権流動化

のために信託し、信託受益権を第三者に譲渡した場合又は信託

受益権の保有者に変更があった場合には、譲渡の日又は変更の

あった日から１月以内に、別紙様式第８－３による受益者変更

通知書及びその事実を証する書類の写しを本店に提出するも

のとする。 

 

（保険の目的又は保険金請求権を引当とする信託受益権の償還

を目的とした責任財産限定特約付金銭消費貸借契約の締結に

関する通知） 

第 11 条 被保険者は、保険の目的又は保険金請求権を債権流動

化のために信託し、信託受益権の償還を資金使途とする責任財

産限定特約付金銭消費貸借契約を第三者と締結した場合又は

責任財産限定特約付金銭消費貸借契約の貸付債権が当初貸付

人から第三者に譲渡された場合には、契約締結の日又は譲渡の

日から１月以内に、別紙様式第８－４による責任財産限定特約

付金銭消費貸借契約締結通知書又は別紙様式 第８－５による

責任財産限定特約付金銭消費貸借契約貸付債権譲渡通知書及

びその事実を証する書類の写しを本店に提出するものとする。 

 

（保険の目的又は保険金請求権の信託等の内容変更に係る承認

申請） 

第 12条 被保険者は、約款第 37 条第３項の規定に基づき、信託

等の内容を規定する書類（信託受益権譲渡を規定する書類及び

責任財産限定特約付金銭消費貸借契約を含む）の内容を変更し

ようとする場合は、別紙様式第８－６による信託及び流動化関

連書類内容変更承認申請書及び内容変更等を必要とする理由

を説明した書類を本店に提出するものとする。但し、明らかな

誤字、脱字その他の誤謬の修正についてはこの限りではない。 
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（損失を受けるおそれが高まる事情発生の通知） 

第 13条 被保険者は、約款（貸付金債権等）第 14 条又は約款（保

証債務）第 13 条の規定に基づき損失を受けるおそれが高まる

事情の発生（別表３に掲げる「損失を受けるおそれが高まる事

情の発生」をいう。）を通知するときは、別紙様式第９による

海外事業資金貸付保険事情発生通知書を本店に提出するもの

とする。ただし、日本貿易保険が当該事情の発生を証する書類

の提出を求めたときは、被保険者は遅滞なく提出するものとす

る。 
 

（損失発生の通知） 

第 14条 被保険者は、約款（貸付金債権等）第 15 条第１項又は

約款（保証債務）第 14 条第１項の規定に基づき損失の発生を

通知するときは、別紙様式第 10 による海外事業資金貸付保険

（損失・危険）発生通知書を本店に提出するものとする。ただ

し、日本貿易保険が事故を証する書類の提出を求めたときは、

被保険者は遅滞なく提出するものとする。 
 

（危険発生の通知） 

第 15条 被保険者は、約款（貸付金債権等）第 15 条第２項又は

約款（保証債務）第 14 条第２項の規定に基づき危険の発生を

通知するときは、別紙様式第 10 による海外事業資金貸付保険

（損失・危険）発生通知書を本店に提出するものとする。ただ

し、日本貿易保険が当該危険の発生を証する書類の提出を求め

たときは、被保険者は遅滞なく提出するものとする。 
 

（債権の登録通知） 

第 16 条 被保険者は、前２条の規定に基づき損失の発生又は危

険の発生を通知する場合又は日本貿易保険が求めた場合は、別

紙様式第 11 による海外事業資金貸付保険債権登録通知書及び

別表を本店に提出するものとする。ただし、すでに当該債権登

録通知書を提出している場合であって、登録内容に変更がない

ときはこの限りでない。 
 

（損失の防止軽減義務の履行のために要した費用の請求） 

（損失を受けるおそれが高まる事情発生の通知） 

第９条 被保険者は、約款（貸付金債権等）第 14 条又は約款（保

証債務）第 13 条の規定に基づき損失を受けるおそれが高まる

事情の発生（別表３に掲げる「損失を受けるおそれが高まる事

情の発生」をいう。）を通知するときは、別紙様式第８による

海外事業資金貸付保険事情発生通知書を本店に提出するもの

とする。ただし、日本貿易保険が当該事情の発生を証する書類

の提出を求めたときは、被保険者は遅滞なく提出するものとす

る。 
 

（損失発生の通知） 

第 10条 被保険者は、約款（貸付金債権等）第 15 条第１項又は

約款（保証債務）第 14 条第１項の規定に基づき損失の発生を

通知するときは、別紙様式第９による海外事業資金貸付保険

（損失・危険）発生通知書を本店に提出するものとする。ただ

し、日本貿易保険が事故を証する書類の提出を求めたときは、

被保険者は遅滞なく提出するものとする。 
 

（危険発生の通知） 

第 11条 被保険者は、約款（貸付金債権等）第 15 条第２項又は

約款（保証債務）第 14 条第２項の規定に基づき危険の発生を

通知するときは、別紙様式第９による海外事業資金貸付保険

（損失・危険）発生通知書を本店に提出するものとする。ただ

し、日本貿易保険が当該危険の発生を証する書類の提出を求め

たときは、被保険者は遅滞なく提出するものとする。 
 

（債権の登録通知） 

第 12 条 被保険者は、前２条の規定に基づき損失の発生又は危

険の発生を通知する場合又は日本貿易保険が求めた場合は、別

紙様式第 10 による海外事業資金貸付保険債権登録通知書及び

別表を本店に提出するものとする。ただし、すでに当該債権登

録通知書を提出している場合であって、登録内容に変更がない

ときはこの限りでない。 
 

（損失の防止軽減義務の履行のために要した費用の請求） 
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第 17条 約款（貸付金債権等）第 16 条第３項又は約款（保証債

務）第 15 条第３項の規定に基づき損失の防止軽減義務の履行

のために要した合理的費用の負担を日本貿易保険に請求する

者は、別紙様式第 12 による海外事業資金貸付保険損失防止軽

減費用負担請求書及びその事実を証する書類の写しを本店に

提出するものとする。 
 

（入金の通知） 

第 18条 被保険者は、約款（貸付金債権等）第 17 条又は約款（保

証債務）第 16 条の規定に基づき、海外事業資金貸付保険（損

失・危険）発生通知書を提出した後、保険金の支払を請求する

以前に回収した金額があるときは、別紙様式第 13 による海外

事業資金貸付保険入金通知書を本店に提出するものとする。た

だし、日本貿易保険が当該入金を証する書類の提出を求めたと

きは、被保険者は遅滞なく提出するものとする。 
 

（保険金受取人の指定等の通知） 

第 19 条 保険金受取人は、１名とする。ただし、日本貿易保険

が特に認めた場合は、この限りでない。 
２ 被保険者は  約款（貸付金債権等）第 24 条第２項又は約款

（保証債務）第 23 条第２項の規定に基づき保険受取人を指定

等した場合は、当該指定等の日から１月以内（ただし、１月以

内に保険金の支払を請求する場合には、保険金の請求日前）に

別紙様式第 14 による海外事業資金貸付保険保険金受取人指定

等通知書、当該指定等を証する書類の写し及び海外事業資金貸

付（貸付金債権等）保険保険証券若しくは海外事業資金貸付（保

証債務）保険保険証券（変更承認証を含む。以下「保険証券」

という。）の写しを本店に提出するものとする。 
 

（保険金の請求期間に係る猶予期間の申請） 

第 20 条 被保険者その他の保険金の支払を請求しようとする者

は、約款（貸付金債権等）第 25 条第２項ただし書又は約款（保

証債務）第 24 条第２項ただし書の規定に基づき保険金の請求

期間について猶予期間の設定を申請するときは、別紙様式第

15 による海外事業資金貸付保険における保険金請求期間の猶

第 13条 約款（貸付金債権等）第 16 条第３項又は約款（保証債

務）第 15 条第３項の規定に基づき損失の防止軽減義務の履行

のために要した合理的費用の負担を日本貿易保険に請求する

者は、別紙様式第 11 による海外事業資金貸付保険損失防止軽

減費用負担請求書及びその事実を証する書類の写しを本店に

提出するものとする。 
 

（入金の通知） 

第 14条 被保険者は、約款（貸付金債権等）第 17 条又は約款（保

証債務）第 16 条の規定に基づき、海外事業資金貸付保険（損

失・危険）発生通知書を提出した後、保険金の支払を請求する

以前に回収した金額があるときは、別紙様式第 12 による海外

事業資金貸付保険入金通知書を本店に提出するものとする。た

だし、日本貿易保険が当該入金を証する書類の提出を求めたと

きは、被保険者は遅滞なく提出するものとする。 
 

（保険金受取人の指定等の通知） 

第 15 条 保険金受取人は、１名とする。ただし、日本貿易保険

が特に認めた場合は、この限りでない。 
２ 被保険者は  約款（貸付金債権等）第 24 条第２項又は約款

（保証債務）第 23 条第２項の規定に基づき保険受取人を指定

等した場合は、当該指定等の日から１月以内（ただし、１月以

内に保険金の支払を請求する場合には、保険金の請求日前）に

別紙様式第 13 による海外事業資金貸付保険保険金受取人指定

等通知書、当該指定等を証する書類の写し及び海外事業資金貸

付（貸付金債権等）保険保険証券若しくは海外事業資金貸付（保

証債務）保険保険証券（変更承認証を含む。以下「保険証券」

という。）の写しを本店に提出するものとする。 
 

（保険金の請求期間に係る猶予期間の申請） 

第 16 条 被保険者その他の保険金の支払を請求しようとする者

は、約款（貸付金債権等）第 25 条第２項ただし書又は約款（保

証債務）第 24 条第２項ただし書の規定に基づき保険金の請求

期間について猶予期間の設定を申請するときは、別紙様式第

14 による海外事業資金貸付保険における保険金請求期間の猶
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予期間設定申請書に必要な猶予期間とその根拠、エビデンスの

確保状況、回収見込み及び債権の保全状況等について証する書

類の写しを添付し、本店に提出するものとする。 
 
２ （略） 
 

（保険金の支払請求） 

第 21 条 被保険者その他の保険金の支払を請求しようとする者

は、約款（貸付金債権等）第 25 条第２項又は約款（保証債務）

第 24 条第２項に規定する期間に、別紙様式第 16 による海外

事業資金貸付保険保険金請求書に次の各号に定める書類を添

付し、本店に提出するものとする。ただし、請求する保険金の

額が３００万円以下の場合にあっては、第三号、第四号、第五

号、第六号ロ、第七号、第九号及び第十号の書類の提出を要し

ない。 
 一 保険金請求経緯書  

イ 請求する保険金の額が３００万円以下の場合にあって

は、別紙様式第 17 による保険金請求経緯書 
ロ 請求する保険金の額が３００万円超の場合にあっては、

次の事項の内容を記載した書類であって様式任意 
① 保険金請求に至る経緯 
② 資金貸付の相手方等との取引の状況（保険金請求を行っ

た保険契約に係る貸付契約等以外の取引の状況及び今

後の取引の見込み） 
  なお、取引の状況については、本保険金請求に係る貸

付日前６月間の償還日、償還金額、支払日、支払金額、

貸付日を含む一覧表（様式任意）を添付のこと。 
③ 資金貸付の相手方等、保証人等から被保険者、質権者等

が既に受領している現金、保証、その他の担保の有無及

び履行状況 
④ 資金貸付に係る義務の履行に関し、資金貸付の相手方等

が行っているクレームの有無及び被保険者の対応状況 
⑤ 今後の回収見通し 
⑥ 延滞利息の請求の有無（請求していない場合はその理由

を記載） 

予期間設定申請書に必要な猶予期間とその根拠、エビデンスの

確保状況、回収見込み及び債権の保全状況等について証する書

類の写しを添付し、本店に提出するものとする。 
 
２ （略）  
 

（保険金の支払請求） 

第 17 条 被保険者その他の保険金の支払を請求しようとする者

は、約款（貸付金債権等）第 25 条第２項又は約款（保証債務）

第 24 条第２項に規定する期間に、別紙様式第 15 による海外

事業資金貸付保険保険金請求書に次の各号に定める書類を添

付し、本店に提出するものとする。ただし、請求する保険金の

額が３００万円以下の場合にあっては、第三号、第四号、第五

号、第六号ロ、第七号、第九号及び第十号の書類の提出を要し

ない。 
 一 保険金請求経緯書  

イ 請求する保険金の額が３００万円以下の場合にあって

は、別紙様式第 16 による保険金請求経緯書 
ロ 請求する保険金の額が３００万円超の場合にあっては、

次の事項の内容を記載した書類であって様式任意 
① 保険金請求に至る経緯 
② 資金貸付の相手方等との取引の状況（保険金請求を行っ

た保険契約に係る貸付契約等以外の取引の状況及び今

後の取引の見込み） 
  なお、取引の状況については、本保険金請求に係る貸

付日前６月間の償還日、償還金額、支払日、支払金額、

貸付日を含む一覧表（様式任意）を添付のこと。 
③ 資金貸付の相手方等、保証人等から被保険者、質権者等

が既に受領している現金、保証、その他の担保の有無及

び履行状況 
④ 資金貸付に係る義務の履行に関し、資金貸付の相手方等

が行っているクレームの有無及び被保険者の対応状況 
⑤ 今後の回収見通し 
⑥ 延滞利息の請求の有無（請求していない場合はその理由

を記載） 
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二 ～ 十二 （略） 
 

２ ～ ３ （略） 
 
（保険金請求権の消滅時効の中断申請） 

第 22 条 保険金の請求者は、保険金請求権の消滅時効を中断し

ようとする場合には、別紙様式第 18 による海外事業資金貸付

保険時効中断承認申請書を本店に提出するものとする。 
 

（償還期限前の請求） 

第 23条 被保険者は、約款（貸付金債権等）第 27 条第１項の規

定に基づき日本貿易保険の確認を求めるときは、別紙様式第

19 による海外事業資金貸付保険損失発生確認申請書及び約款

（貸付金債権等）第３条に規定する事由の発生により償還期限

までに貸付金等を回収することができないことが確実である

ことを証する書類又は説明する書類を本店に提出するものと

する。 
 

（回収義務の履行状況の報告） 

第 24条 被保険者は、約款（貸付債権等）第 31 条第２項又は約

款（保証債務）第 29 条第２項の規定に基づき回収義務の履行

状況について報告するときは、保険証券ごとに別紙様式第 20
による海外事業資金貸付保険回収義務履行状況報告書及び履

行の状況を証する書類を、保険金の支払の請求がなされた日

（第３項に規定する回収義務の履行状況報告を行った場合に

は、当該報告の日、回収納付通知を行った場合には、当該通知

の日、回収義務の終了認定申請を行い日本貿易保険の認定を得

られなかった場合には、当該不認定の通知の日）から３月ごと

に本店に提出するものとする。  
 
２ ～ ４ （略） 
 
（回収義務の終了認定） 

第 25条 被保険者は、約款（貸付債権等）第 31 条第１項又は約

款（保証債務）第 29 条第１項に規定する認定を受けようとす

二 ～ 十二 （略） 
 

２ ～ ３ （略） 
 
（保険金請求権の消滅時効の中断申請） 

第 18 条 保険金の請求者は、保険金請求権の消滅時効を中断し

ようとする場合には、別紙様式第 17 による海外事業資金貸付

保険時効中断承認申請書を本店に提出するものとする。 
 

（償還期限前の請求） 

第 19条 被保険者は、約款（貸付金債権等）第 27 条第１項の規

定に基づき日本貿易保険の確認を求めるときは、別紙様式第

18 による海外事業資金貸付保険損失発生確認申請書及び約款

（貸付金債権等）第３条に規定する事由の発生により償還期限

までに貸付金等を回収することができないことが確実である

ことを証する書類又は説明する書類を本店に提出するものと

する。 
 

（回収義務の履行状況の報告） 

第 20条 被保険者は、約款（貸付債権等）第 31 条第２項又は約

款（保証債務）第 29 条第２項の規定に基づき回収義務の履行

状況について報告するときは、保険証券ごとに別紙様式第 19
による海外事業資金貸付保険回収義務履行状況報告書及び履

行の状況を証する書類を、保険金の支払の請求がなされた日

（第３項に規定する回収義務の履行状況報告を行った場合に

は、当該報告の日、回収納付通知を行った場合には、当該通知

の日、回収義務の終了認定申請を行い日本貿易保険の認定を得

られなかった場合には、当該不認定の通知の日）から３月ごと

に本店に提出するものとする。  
 
２ ～ ４ （略） 
 
（回収義務の終了認定） 

第 21条 被保険者は、約款（貸付債権等）第 31 条第１項又は約

款（保証債務）第 29 条第１項に規定する認定を受けようとす
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るときは、別紙様式第 21 による海外事業資金貸付保険回収義

務終了認定申請書に、共通運用規程に定める終了認定事由によ

り債権を回収することができないことを証する書類（原則とし

て、政府、地方公共団体又はこれらに準ずる者、司法機関、一

流信用調査機関その他日本貿易保険が特に認めた機関の証明

書等）を添付し、本店に提出するものとする。この場合におい

て、資金貸付の相手方等が同一である複数の債権について、同

時に認定を受けようとするときは、一の申請書の詳細を記載し

た別紙を添付の上、提出することができる。 
 

（回収金の納付通知書） 

第 26 条 被保険者は、保険金の支払請求後に回収した金額があ

るときは、約款（貸付金債権等）第 31 条第７項又は約款（保

証債務）第 29 条第７項の規定に基づき、回収した日（回収し

た日が保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支

払を受けた日）から１月以内に、別紙様式第 22 による海外事

業資金貸付保険回収金納付通知書及び次の各号に定める書類

の写しを本店に提出するものとする。  
 一 保険金を請求した日から回収までの経緯を記載した書類 
 二 回収納付金の計算の基礎となるべき書類 
 三 その他参考となるべき書類の写し  
２ （略） 
 
（回収に要した費用の請求） 

第 27条 約款（貸付金債権等）第 31 条第６項又は約款（保証債

務）第 29 条第６項の規定に基づき回収義務の履行のために要

した合理的費用の負担を日本貿易保険に請求する者は、別紙様

式第 23 による海外事業資金貸付保険回収費用負担請求書に当

該費用が回収を図る上で合理的な費用であったこと及びこれ

を負担したことを証する書類を添付し、本店に提出するものと

する。 
 

（権利行使等の委任） 

第 28条 被保険者は、約款（貸付金債権等）第 31 条第４項若し

くは第 32 条第３項又は約款（保証債務）第 29 条第４項若し

るときは、別紙様式第 20 による海外事業資金貸付保険回収義

務終了認定申請書に、共通運用規程に定める終了認定事由によ

り債権を回収することができないことを証する書類（原則とし

て、政府、地方公共団体又はこれらに準ずる者、司法機関、一

流信用調査機関その他日本貿易保険が特に認めた機関の証明

書等）を添付し、本店に提出するものとする。この場合におい

て、資金貸付の相手方等が同一である複数の債権について、同

時に認定を受けようとするときは、一の申請書の詳細を記載し

た別紙を添付の上、提出することができる。 
 

（回収金の納付通知書） 

第 22 条 被保険者は、保険金の支払請求後に回収した金額があ

るときは、約款（貸付金債権等）第 31 条第７項又は約款（保

証債務）第 29 条第７項の規定に基づき、回収した日（回収し

た日が保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支

払を受けた日）から１月以内に、別紙様式第 21 による海外事

業資金貸付保険回収金納付通知書及び次の各号に定める書類

の写しを本店に提出するものとする。  
 一 保険金を請求した日から回収までの経緯を記載した書類 
 二 回収納付金の計算の基礎となるべき書類 
 三 その他参考となるべき書類の写し  
２ （略）  
 
（回収に要した費用の請求） 

第 23条 約款（貸付金債権等）第 31 条第６項又は約款（保証債

務）第 29 条第６項の規定に基づき回収義務の履行のために要

した合理的費用の負担を日本貿易保険に請求する者は、別紙様

式第 22 による海外事業資金貸付保険回収費用負担請求書に当

該費用が回収を図る上で合理的な費用であったこと及びこれ

を負担したことを証する書類を添付し、本店に提出するものと

する。 
 

（権利行使等の委任） 

第 24条 被保険者は、約款（貸付金債権等）第 31 条第４項若し

くは第 32 条第３項又は約款（保証債務）第 29 条第４項若し
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くは第 30 条第３項の規定に基づき保険事故に係る債権につい

て日本貿易保険に権利行使等の委任を行う場合は、別紙様式第

24－１による海外事業資金貸付保険権利行使等委任状及び当

該債権を特定する書類を本店に提出するものとする。 
２ 被保険者は、保険事故に係る債権について日本貿易保険が委

任する回収業者による回収を希望する場合には、別紙様式第

24－２による海外事業資金貸付保険権利行使等委任状（サービ

サー回収用）に当該債権の内容を証する書類を添付し、本店に

提出するものとする 
 

（回収納付金の返還請求） 

第 29 条 被保険者は、回収納付金の返還を請求しようとすると

きは、別紙様式第 25 による海外事業資金貸付保険回収納付金

返還請求書及び請求金額の基礎となるべき書類を本店に提出

するものとする。 
 

第 30条 ～ 第 31条 （略） 

 

 

附 則  

この改正は、平成２４年４月１日から実施する。 

 

 

 

別表１ 

  提出先は、保険契約者が保険契約の申込を行った本店とする。 

 

様式番号    提出書類             提出部数 

1 ～ 7 （略） 

 

8-1 海外事業資金貸付保険保険目的等信託承認申請書 1(1) 
8-2 海外事業資金貸付保険保険目的等信託終了通知書 1(1) 
8-3 受益者変更通知書 1(1) 
8-4 責任財産限定特約付金銭消費貸借契約締結通知書 1(1) 

くは第 30 条第３項の規定に基づき保険事故に係る債権につい

て日本貿易保険に権利行使等の委任を行う場合は、別紙様式第

23－１による海外事業資金貸付保険権利行使等委任状及び当

該債権を特定する書類を本店に提出するものとする。 
２ 被保険者は、保険事故に係る債権について日本貿易保険が委

任する回収業者による回収を希望する場合には、別紙様式第

23－２による海外事業資金貸付保険権利行使等委任状（サービ

サー回収用）に当該債権の内容を証する書類を添付し、本店に

提出するものとする 
 

（回収納付金の返還請求） 

第 25 条 被保険者は、回収納付金の返還を請求しようとすると

きは、別紙様式第 24 による海外事業資金貸付保険回収納付金

返還請求書及び請求金額の基礎となるべき書類を本店に提出

するものとする。 
 

第 26条 ～ 第 27条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ 

  提出先は、保険契約者が保険契約の申込を行った本店とする。 

 

様式番号    提出書類           提出部数 

1 ～ 7 （略） 
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8-5 責任財産限定特約付金銭消費貸借契約貸付債権譲渡通知書 

1(1) 
8-6 信託及び流動化関連書類内容変更承認申請書 1(1) 
 

9 海外事業資金貸付保険事情発生通知書 

 

10 ～ 26 （略） 

 

別表２ ～ ４ （略） 

 

 

 

 

8 海外事業資金貸付保険事情発生通知書 

 

9 ～ 25 （略） 

 

別表２ ～ ４ （略） 

 

 


